
貸借ではなく、農地を所有したい。

農地所有適格法人の要件（※１）を満たす
ことが確実である。

解除条件付貸借権設定正規の貸借権設定

農地法第３条による所有権移転の
許可申請

法務局にて許可書添付の上、所有権移転
登記が出来ます。

＜解除条件付貸借設定に関する要件＞ ※２
１）業務執行役員の１人以上が農業に常時従事すること
２）地域の他の農業者と適切な役割分担を行うこと
３）農地を適正に利用していない場合は貸借解除

※毎事業年度末から３か月以内に耕作状況の報告を
いただきます。

【注意】
・事前審査会は、申込みがあってから原則１か月以内に
開催しますのでご相談ください。

・法人が、農地法第３条の許可を経て所有権を取得した
農地については、原則として農地転用は出来ません。
また、法人の要件を欠いた場合には、法人の所有農地
を国が買収することとなる旨の規定もあります（農地
法第６条及び第７条）。

新規就農者（法人）が農地を借りる・買うには

スタート

はい

許可・承認

はい

いいえいいえ

いいえ

はい

いいえ

借りる農地の場所は決まっている。 農地バンクをご利用ください。

許可

承認された場合

事前審査会①

（農業委員との面談）

はい

事前審査会①

（農業委員との面談）

農地所有適格法人として申請
⇒利用権設定の申出
※施設等を建設し営農を行う場合は、農地法
第３条（賃貸借権）の許可申請も可

許可・承認

農地所有適格法人の要件（※１）を
満たしていくことが確実である。

利用権による正規の貸借権設定

農地の所有は、農地所有適格
法人に限られます。
他の方法をご検討ください。

＜農地所有適格法人（農業生産法人）の要件＞※１
１）法人形態要件（農地法第２条第３項本文）
⇒株式会社（公開会社でないもの）、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社

２）事業要件（農地法第２条第３項第１号）
⇒農業部門の売上高が全体の過半（決算書、販売計画等で確認）

３）議決要件（農地法第２条第３項第２号）
⇒総議決権の１／２超が農業関係者

４）役員要件（農地法第２条第３項第３号、４号）
⇒理事等の過半は法人の農業に常時従事（１５０日以上）する構成員
⇒役員等のうち１人以上が農作業に従事（６０日以上）

※毎年１回、農地法第６条第１項に基づき法人要件の適合状況を報告

豊田市農業委員会 令和５年７月

電話：0565-34-6639 ／ＦＡＸ：0565-33-8149

事前審査会②

（農業委員との面談／法人の要件の

適合状況と耕作状況の確認）

平成２８年４月１日から「農業生産法人」が「農地所有適格法人」に変更されました。
名刺や看板、法人登記等に付けている「農業生産法人」という名称は変更の必要なく、そのまま使用できます。

１年後に、法人の要件の
適合状況を報告 ※１

承認された場合

毎年、法人の要件の適合
状況を報告 ※１

一般法人として申請
⇒解除条件付の利用権設定の申出
※施設等を建設し営農を行う場合は、解除条件付
の農地法第３条（賃貸借権）の許可申請も可

毎年、法人の要件の適合状況を報告 ※１ 毎年、耕作状況等の要件の報告 ※２

適合しない
場合


